






残業させるためのルールである「36（サブロク）協定」の
定期的な見直しを進め、長時間労働の是正と労働時間の
短縮に向けた取り組みを徹底しよう！

36協定等の締結の都度、事業場内で働く直接雇用関係が
あるすべての労働者の過半数を組織しているか、確認しま
しょう。

労働時間の短縮が進むよう、職場ごとの実態を踏まえな
がら少なくとも年1回は、36協定の内容の見直しを行い、
継続的に労使協議などに取り組みましょう！

時間外・休日労働が必要となる具体的な事由と業務の種類を定めましょう
業務の棚卸し、人員体制の見直し等により、時間外労働等は最小限にしましょう
限度時間（月45時間、年360時間）以内としましょう
やむを得ず「特別条項」付となる場合も、限度時間にできるだけ近づけるようにしましょう

会社全体で過半数組合でも、
事業場（工場や支店など）では
過半数を下回っていないかチェックしよう！

連合なんでも
労働相談ホットライン

よりよい職場づくり
ポータル
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職場ごとに労働時間の課題は違うから、
日常的に労使で話し合うことが大事だよ！

まずは過半数代表者の選出が必要です。
過半数を組織していない労働組合は過半数代表者の
選出手続きに積極的に関与して、労働組合の役割を
アピールし、仲間づくりに取り組みましょう。

過半数ではない・労働組合がない場合

Step

Step

Step

36（サブロク）協定とは、時間外労働や法定休日に労働させる際
に、あらかじめ締結しなければならない労使協定のことです。

～「時間外・休日労働に関する協定」のこと～
そもそも３６協定とは？
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業
場

直接
雇用関係がある
全労働者

労働組合加入者（組合員）

分　母

分　子

1,000人

490人
労働者の過半数を
組織していること！
「労働者」とは、正社員・パートタイマー・アルバイト・
契約社員・再雇用者・管理職など
事業場で働く直接雇用関係があるすべての労働者です。

過半数代表者の選出が必要！

より民主的な選出方法で

過半数代表者を選ぼう！
～法を上回る取り組みとして～

●すべての労働者が立候補
できるようにしましょう

●すべての候補者が所信表
明できるようにしましょう

●投票は「無記名」で行い
ましょう

労働組合が過半数を
上回るよう、仲間づく
りに取り組もう！

会社全体で過半数組
合でも、職場単位での
確認は必要なんだね！

協定締結の
都度チェックを！

実際にカウントしてみよう！

36協定などの締結の都度、過半数を
組織しているかチェックが必要です。
また、労働組合は“その事業場で働く
すべての労働者の代表”としての役割
を期待されています。
組合員でない正社員からパートタイ
マー・アルバイト・契約社員・再雇用
者・管理職まで、同じ職場で働くすべ
ての労働者の意見を聴き、労働者の
代表としての役割を果たしましょう。
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過半数労働組合の要件 この場合、労働組合加入者（組合
員）が事業場の全労働者の過半
数より少ないため、労働組合は過
半数代表となることができません

過半数組合
場合になっている

もしくは
過半数組合

場合ではない
労働組合がない場合労働組合がない場合

〈過半数代表者の選出方法の内訳〉

改めて確認しよう！
過半数代表リーフレット

選出する際のチェックポイント

労働者の過半数を代表して
いる
選出に当たっては、すべての
労働者が参加して民主的な
手続きがとられていること
管理監督者でないこと

労働者の過半数を代表する「過半数代表者」を、
適切に選ぶ必要があります。
過半数を組織していない労働組合は過半数代表
者の選出手続に積極的に関わりましょう。

過半数
労働組合等
チェック
リスト

単組支部・
分会向け

単組本部
向け

■挙手または投票
■分からない
■会社からの指名
■役職者が自動的に就任
■社員会などの代表が
　自動的に就任

なんと

出所：『働き方改革』（労働時間関係）の定着状況に関する調査2024

★より詳しくはこちら

10％

14％

27％

36％

13％

36協定等を締結する都度、事業場（本
社、支店、工場など）ごとの“過半数”と
なっているか改めて確認しましょう。

＝
不適切な選出 合計51％



職場における熱中症対策の強化　施行日：2025年６月１日
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～働きやすい環境づくりを
進めよう！～

改正労働安全衛生法等には、多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる
職場環境の整備を推進するため、メンタルヘルス対策の強化や高年齢労働者の
労働災害防止、治療と仕事の両立支援の推進などが盛り込まれました。1法改正のポイント

労働安全衛生規則

❶ 早期発見のための体制整備　❷ 重篤化を防止するための措置の手順作成　❸ ❶❷の関係作業者への周知

法令改正の内容が職場で守られるよう労使で協議し、しっかりと準備しましょう！

2 熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、
職場における熱中症対策の強化について改正がありました。

連合なんでも労働相談ホットライン

法令を上回る
制度をめざし
交渉しよう！

賃金や労働時間など、働くことで疑問に思ったらご相談ください

詳
細
は
こ
ち
ら

詳
細
は
こ
ち
ら

※労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用安定及び職業生活の
充実等に関する法律

ストレスチェックの実施義務をすべての事業場に拡大

高年齢労働者の労働災害防止をはかるために
必要な措置の努力義務化

省令改正の
ポイント

2026春季生活闘争における労働組合の取り組み

労働安全衛生法等が
改正されました

労働安全衛生法等が
改正されました

労働安全衛生法 労働施策総合推進法※

各事業場の実情を踏まえたス
トレスチェック制度にするた
め、実施方法（集団分析や職
場環境改善を含む）や実施体
制の定期的な見直しを！

法施行を待つことなく、職場
での導入に向けて検討しま
しょう！

50人以上の事業場

50人未満の事業場

高齢者の
労働災害防止
高齢者の

労働災害防止
熱中症対策の強化熱中症対策の強化治療と仕事の

両立支援を推進
治療と仕事の
両立支援を推進

職場の
メンタルヘルス対策

職場の
メンタルヘルス対策

高年齢労働者の労働災害防
止対策の充実に取り組みま
しょう！

がん・糖尿病などの疾病を抱
える労働者が申出しやすいよ
うに、環境整備に取り組みま
しょう！

治療と仕事の両立支援の理
解促進のため、研修の実施
や周知徹底を行いましょう！

ポイントを踏まえて確認しよう！

下記の３つが義務化

職場のメンタルヘルス対策の推進　施行日：2028年５月までに

高齢者の労働災害防止の推進　施行日：2026年４月１日
職場における治療と仕事の両立を促進するために
必要な措置の努力義務化

施行日：2026年４月１日

治療と仕事の両立支援の推進

各事業場における熱中症対策
について、関係作業者に対す
る周知徹底を求めましょう！
「熱中症基本対策要綱」を参
考に熱中症対策の強化に取り
組みましょう！

詳細はこちら

・作業環境の整備
・労働者の健康状態の把握

例

・高年齢労働者の
身体機能の低下を補う
設備などの導入

・高年齢労働者の
特性を考慮した
作業の管理

例

など

・相談窓口の明確化
・休暇・休業制度の整備

例


